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○
募
集
区
分　
Ａ（
大
学
卒
）、Ｂ（
高

校
短
大
等
卒
）

○
業
務
内
容　
廃
棄
物
処
理
施
設
等

の
維
持
管
理
業
務
お
よ
び
現
場
作

業
等

○
受
験
資
格　
29
歳
ま
で
の
方

※
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等

学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有
す
る

者
（
令
和
８
年
３
月
末
ま
で
に
卒

業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。）

○
採
用
予
定
日

　
令
和
８
年
４
月
１
日

○
採
用
予
定
人
数　
若
干
名

○
試
験
日

　
一
次
試
験　
12
月
７
日
㈰

　
二
次
試
験　
令
和
８
年
１
月
下
旬

　
（
予
定
）

さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合

職
員
採
用
試
験

　
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
方
お
よ
び
そ

の
家
族
ま
た
は
遺
族
は
、
生
命
や
財

産
を
奪
わ
れ
る
、
傷
害
を
負
わ
さ
れ

る
と
い
っ
た
直
接
的
な
被
害
だ
け
で

な
く
、
心
身
の
不
調
、
医
療
費
の
負

担
、
さ
ら
に
は
周
囲
の
人
の
無
理
解

や
配
慮
に
欠
け
た
言
動
等
に
よ
る「
二

次
的
被
害
」
に
も
苦
し
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
犯
罪
被
害
者
等
が
再
び
平
穏
な
生

活
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
社
会
全

体
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可

欠
で
す
。

○
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ

　
公
益
社
団
法
人
い
ば
ら
き
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９（
２
３
２
）２
７
３
６

境
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

調
理
員
お
よ
び
栄
養
士
の
募
集

学
校
給
食
調
理
員

・
資
格
等　
不
問

・
勤
務
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
15
分
～
午
後
４
時
15
分

・
報
酬
額　
時
給
１
，１
６
３
円
以
上

栄
養
士
・
管
理
栄
養
士

・
資
格
等　
栄
養
士
・
管
理
栄
養
士

・
勤
務
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
15
分
～
午
後
４
時
45
分

　
年
末
に
向
け
て
、
お
そ
ば
の
作
り

方
を
習
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
11
月
27
日
㈭

　
午
前
10
時
～
午
後
１
時

○
対
象
者　
町
内
在
住
・
在
勤
の
方

○
場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

○
参
加
費　
１
人
３
０
０
円

○
申
込
期
間　
11
月
４
日
㈫
～
11
月

14
日
㈮
先
着
８
名

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
食
生
活
改
善
推
進
会
事
務
局

　
健
康
福
祉
課
内

　
☎

（84）
０
０
０
６（
直
通
）

そ
ば
打
ち
教
室
参
加
者
募
集

犯
罪
被
害
者
等
支
援

○
申
込
期
限　
11
月
26
日
㈬
ま
で

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合
総
務
課

　
☎

（87）
０
６
０
９

募
　
　
集

働
く
こ
と
の
悩
み
無
料
相
談
会

　
「
働
き
た
い
け
ど
、ど
う
す
れ
ば
い

い
の
？
」
な
ど
就
職
の
悩
み
や
不
安

を
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
11
月
11
日
㈫　
午
後
２
時

～
午
後
４
時

※
前
日
午
後
４
時
ま
で
の
予
約
制

○
場
所　
多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー

○
対
象　
就
職
の
悩
み
が
あ
る
15
歳

～
49
歳
ま
で
の
方
ま
た
は
保
護
者・

関
係
者

○
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
厚
生
労
働
省
委
託
事
業

　
い
ば
ら
き
県
西
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

　
☎
０
２
９
６

（54）
６
０
１
２

の
う
ち
７
時
間

・
報
酬
額　
月
給
２
０
１
，２
０
９
円
以
上

○
勤
務
場
所

　
境
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

○
受
付
時
間

　
午
前
８
時
15
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

※
平
日
の
昼
休
み
時
間
を
除
く

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
境
町
役
場　
総
務
課

　
☎
(81)
１
３
０
０


